
令和７年度 太宰府市 会計年度任用職員 募集要項  

 

１ 職種及び募集人数  

職種 募集人数 職務内容 

生活保護 

面接相談員 
１人 

・生活保護の申請相談および申請受付業務 

・生活保護に関する一般的な相談業務 

 

２ 基本的な勤務条件 

任用期間 令和７年６月１日から令和８年３月３１日まで（勤務実績により更新あり） 

勤務日数 

勤務時間 

週５日、週３６時間１５分 （１日７時間１５分） 

原則として平日の午前９時００分から午後５時００分まで（昼休憩４５分） 

勤務場所 太宰府市役所生活支援課 

給料・報酬 
月額２２８，０７０円～（地域手当を含む） 

※職歴や勤務時間に応じて、給与額を決定します。 

諸手当 
時間外勤務手当、通勤手当、期末・勤勉手当など 

※条例・規則の定める条件にあてはまる場合に支給されます。 

休日 週休日（原則として、土・日曜日）、祝日及び年末年始 

休暇 任用期間に応じて年次有給休暇を付与（１年間に最大２０日） 

社会保険 
・社会保険 有    ・厚生年金保険 有    ・雇用保険の適用 有 

※任用期間や勤務時間が短い場合、社会保険の対象とならないこともあります。 

公務災害 市の非常勤職員の公務災害補償制度または労働者災害補償保険のいずれかを適用 

服務 
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用されま

す。 

 

３ 採用試験内容 

試験内容 書類選考及び面接試験 

試験日程 応募者個別に日程調整します。 

試験会場 太宰府市役所 

 

４ 受験資格及び受験申込 

受験資格 

地方公務員法第１６条の規定に基づき、次の項目に該当する人は受験できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

・太宰府市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 



・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

資格要件 

１．生活保護関係業務の相当の経験を有する者 

福祉事務所において、所長、生活保護担当課長、査察指導員及び現業員等の生活保護

事務に従事した経験が３年以上あること 

２．障害、高齢、児童に関する相談業務（社会福祉施設における相談業務も含む。）

に従事した経験が３年以上あること 

３．社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、公認心理師の資格を有する者に

あっては、相談業務に係る実務経験が１年以上あること 

４．その他 

（１）社会福祉協議会において、コミュニティ・ソーシャルワーカーの業務経験が 

３年以上あること 

（２）特定非営利活動法人において、生活困窮者等への相談・支援事業を行う団体に

おける相談業務経験が３年以上あること 

（３）病院において、医療ソーシャルワーカー又は精神科ソーシャルワーカーの業務

経験が３年以上あること 

受付期間 令和７年４月３０日（水）まで 

申込方法 
太宰府市会計年度任用職員採用試験申込書兼履歴書（ホームページ掲載）に必要事項

を記入し、以下の申し込み先に郵送または直接持参してください。 

提出物 ・太宰府市会計年度任用職員採用試験申込書 

申込先 

郵送の場合 〒818-0198 太宰府市観世音寺１丁目１番１号  

太宰府市生活支援課保護係 宛 

※必ず封筒の表に「会計年度任用職員申込」と朱書きしてください。 

持参の場合 開庁時間（平日 8：30～17：00）内に上記担当課窓口に持参してくださ

い。 

 

５ 合格発表及び採用 

合格発表 
随時発表 

合格者については、勤務内容等の説明後、了承をされた場合に採用となります。 

条件付採用 
地方公務員法の規定に基づき、採用者はすべて条件付採用とし、採用後１か月を良好

な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。 

 


